
「TOKAI でんき」 料金プラン新設のお知らせ 

 

2024 年３月吉日 

株式会社 TOKAI 

 

平素より、「TOKAI でんき」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

株式会社 TOKAI（以下「TOKAI」）は、ご使用量の多いお客さまのさらなる電気料金削減を

実現するべく、新料金プラン「TOKAI でんきＦ」および「TOKAI でんきＢ」の提供を開始いたしま

す。 

 

「TOKAI でんきＦ」、「TOKAI でんきＢ」は従来の三段料金制ではなく二段料金制となり、よりシ

ンプルなプランです。電力量料金を低く抑え、ご使用量が多い季節でも安心してお使いいただけま

す。 

 

お申込みの受付開始は 2024年 3月２1日から、適用は 2024年 4月から、検針日に応じて

順次行います。「TOKAI でんきＦ」、「TOKAI でんきＢ」へのお切り替えをぜひご検討ください。 

 

１．「TOKAI でんき F」、「TOKAI でんき B」 料金表 

 

（１）TOKAI でんきＦ 

  料金(税込) 

基
本
料
金 

契約電流 10A 2,026 円 00銭 

契約電流 15A 2,026 円 00銭 

契約電流 20A 2,026 円 00銭 

契約電流 30A 2,026 円 00銭 

契約電流 40A 2,333 円 00銭 

契約電流 50A 2,640 円 00銭 

契約電流 60A および契約容量６kVA 2,947 円 00銭 

電
力
量
料
金 

最初の 340kWh までの 1kWh につき 21 円 32銭 

340kWh をこえる 1kWh につき 27 円 81銭 

 

 



（２）TOKAI でんきＢ 

   料金(税込) 

基
本
料
金 

契約容量 1kVA につき 307 円 00銭 

1 契約につき 1,105 円 00銭 

電
力
量
料
金 

最初の 340kWh までの 1kWh につき 21 円 32銭 

340kWh をこえる 1kWh につき 27 円 17銭 

 

 

２．「TOKAI でんき S」、「TOKAI でんき L」との料金比較 

 

・TOKAI でんき S と TOKAI でんき F の 1 ヶ月の電気料金 (契約電流が 40A の場合) 

※月々のご使用量が 236kWh以下の場合は、TOKAI でんき S プランの方がお安くなります 

 

・TOKAI でんき L と T&T でんき B の 1 ヶ月の電気料金 (契約容量が 10kVA の場合) 

※月々のご使用量が 236kWh以下の場合は、TOKAI でんき L プランの方がお安くなります 

 

(上記料金は、消費税等相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦

課金は含みません。) 

 

 

３．「TOAKI でんき S」、 「TOKAI でんき L」のご利用を継続される場合 

 お客さまのお手続きは不要です。 

 

200kWh 250kWh 300kWh 350kWh

TOKAIでんきS ¥6,428 ¥7,726 ¥9,025 ¥10,415

TOKAIでんきF ¥6,597 ¥7,663 ¥8,729 ¥9,859

1ヶ月あたりの削減額 ※ ¥63 ¥296 ¥556

200kWh 250kWh 300kWh 350kWh

TOKAIでんきL ¥8,270 ¥9,568 ¥10,867 ¥12,225

TOKAIでんきB ¥8,439 ¥9,505 ¥10,571 ¥11,695

1ヶ月あたりの削減額 ※ ¥63 ¥296 ¥530



 

４．新プランへの切り替えを希望されるお客さまのお手続きについて 

  ※電話受付、WEB 申込みフォーム 等 

 

 

５．お申込みと適用時期について 

プラン変更お申込みの受付開始は 2024 年 3月２1日です。 

原則、お申込みの翌月の検針日から新料金を適用いたします。 

 

 ■新料金の適用イメージ (3 月にプラン変更をお申込みいただいた場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

■Ｔ＆Ｔエナジー株式会社（小売電気事業者登録番号：A0743） 

Tel：052－524－2571（土日祝日を除く 9:00～17:00） 

 

■株式会社ＴＯＫＡＩ 

Tel：0120-100-828（土日祝日を除く 9:00～17:45） 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 1日 

検針日が末日 

以外の場合① 

検針日が末日 

の場合 

5 月 1日 6 月 1日 3 月 1日 

旧料金 

4 月 1 日～4 月 30 日 

新料金(例 1) 

4 月 2 日～5 月 1 日 

新料金(例 2) 

4 月 24 日～5 月 23 日 

新料金 

5 月 1 日～5 月 31 日 

新料金(例 1) 

5 月 2 日～6 月 1 日 

旧料金(例 2) 

3 月 24 日～4 月 23 日 

旧料金(例 1) 

3 月 2 日～4 月 1 日 

検針日が末日 

以外の場合② 


